
海岸保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

石狩湾沿岸

東積丹ゾーン （積丹町積丹岬～小樽市高島岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

積丹町 1 入舸 入舸町 水管理・国土保全局 護岸 ○ 200 +3.2～+9.9 200
+9.9 

(+2.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

2 幌武意 幌武意町 水管理・国土保全局 ①－１ 護岸 ○ 74 +3.6～+5.1 74
+7.2 

(+2.8)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

護岸 ○ 218 +3.6～+5.1 218
+7.2 

(+2.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

①－２－１ 護岸 ○ 100 +4.4 100
+7.2 

(+2.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

幌武意漁港 幌武意地先 水産庁 ①－２ 護岸 ○ 20 +3.6～+5.1 20
+7.2 

(+2.8)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 67 +3.4～+4.9 67
+7.2 

(+2.8)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 - 21 - 21 - 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

4 茶津漁港 茶津地先 水産庁 ①-１０ 護岸 ◎ - - 460
+4.4 

(+2.4)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基279 +2.6 3基279 +3.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 1基50 +3.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

5 美国漁港 船澗地先 水産庁 ①-１６ 護岸 ◎ - - 250
+2.0 

(+2.0)
漁港、住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

6 美国漁港 小泊地先 水産庁 ①－３ 突堤 ◎ - - 515 +6.2 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 515 -1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 145
+6.8 

(+2.0)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 370 +3.9 370
+6.8 

(+2.0)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 279 +2.5 279 +3.3
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 515 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

小泊 美国町小泊 水管理・国土保全局 ①－４ 護岸 ○ 192 +7.0 192
+8.0 

(+2.0)
公園緑地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

護岸 ○ 800 +7.0～+7.4 800
+8.0 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

突堤 ○ 1基40 +2.0 1基40 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

7 厚苦 美国町厚苦 水管理・国土保全局 護岸 - 650 +7.0 650
+7.0 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

古平町 8 群来 群来町 水管理・国土保全局 突堤 ○ 1基50 +2.0 1基50 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

10 古平漁港 入船地先 水産庁 ①-１１ 護岸 ○ 720 +4.5 720
+6.8 

(+2.0)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

11 古平漁港 港地先 水産庁 護岸 ○ 687 +2.9～+4.4 687
+6.8 

(+2.0)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

12 浜 浜町 水管理・国土保全局 ①-１２ 離岸堤 ◎ - - 1基50 +2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 4基350 +2.1 4基350 +2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 560 +5.0～+5.1 560
+6.8 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

13 沢江 沢江町 水管理・国土保全局 ①-１３ 離岸堤 ○ 3基360 +2.1 3基360 +2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 490 +5.0～+5.3 490
+6.8 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

14 歌棄 歌棄町 水管理・国土保全局 ①－５ 護岸 ○ 360 +4.5～+5.6 360
+5.5～+6.6 

(+2.0)
海水浴場

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基380 +1.8～+2.5 5基380 +2.6～+3.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

15 沖 沖町 水管理・国土保全局 護岸 ○ 200 +4.8～+6.3 200
+6.8 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

余市町 20 港 余市町 港湾局 ①－９－３ 護岸 ○ 800 - 800
+6.8 

(+2.0)

21 浜中町 余市町 港湾局 ①－９－４ 護岸 ○ 1,100 - 1,100
+6.8 

(+2.0)

離岸堤 - 6基850 - 6基850 -

22 余市町 水産庁 護岸 ○ 410 +3.7 410
+6.7 

(+2.0)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基202 +1.7 2基202 +2.5 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

23
余市（本港
地区）漁港

大川地先 水産庁 ①－６－１ 護岸 ○ 310 +4.1 310
+6.7 

(+2.0)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

大川 大川町 水管理・国土保全局 ①－６－２ 消波堤 ○ 1,240 +2.0～+3.2 1,240 +3.8～+6.2 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,900 +4.4～+4.6 1,900
+5.0 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

離岸堤 ○ 9基880 +1.5 9基880 +2.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

24 栄町 栄町 農振局 ①－７ 離岸堤 ◎ - - 863 +3.8 農地･住宅地
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 - 780 - 780 -
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,643 +5.0 1,643
+6.0 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

水管理・国土保全局 ①－１４ 護岸 ○ 240 +2.8～+5.7 240
+6.7 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 100 +2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。
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海岸保全施設の効果の維持 積丹町の一
部

古平町の一
部

余市町の一
部

●既存防護施設の維持・補修や天端の嵩上げ及び沖合い
施設の整備検討を行う。【海岸保全区域】

余市（本港
地区）漁港

1/3

2/3

●既存の海岸保全施設の老
朽化等が懸念されるものに
対し、安全を確保すべく適切
な対策を行う必要がある。

● 波浪による海岸侵食や越
波などの災害に対処すべく
海岸保全施設の更なる整備
や改良を図る必要がある。
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課　　題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

計画区域

受益の地域及びその状況区　　　　　　域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 区域番号 延長等

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点・課題 海岸保全の方向・施策【該当する箇所・地域】
延長等

番
号

事　　項 市町村名 地区番号 地区名 地域 状況下段（）内は
設計津波水位
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受益の地域及びその状況区　　　　　　域

種類
新設「◎」
改良「○」
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所管省庁区分 区域番号 延長等

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点・課題 海岸保全の方向・施策【該当する箇所・地域】
延長等

番
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事　　項 市町村名 地区番号 地区名 地域 状況下段（）内は
設計津波水位

小樽市 25 蘭島1丁目 蘭島1丁目 水管理・国土保全局 ①－８ 離岸堤 ◎ - - 150 +2.8 干場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基500 +1.8 5基500 +2.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,250 +3.7～+4.2 1,250
+6.7 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

突堤 ○ 2基140 +1.6～+1.9 2基140 +2.4～+2.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

26 忍路1丁目 忍路1丁目 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,500 +4.9～+9.4 1,500
+9.9 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

27 桃内1丁目 桃内1丁目 水管理・国土保全局 護岸 ○ 200 +3.8～+5.6 200
+6.7 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

28 塩谷2丁目 塩谷2丁目 水管理・国土保全局 護岸 ○ 80 +4.8～+6.8 80
+6.7～+6.8 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

29 塩谷1丁目 塩谷1丁目 水管理・国土保全局 護岸 ○ 880 +3.1～+3.9 880
+6.7 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

消波堤 ○ 60 +3.3～+3.4 60 +4.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基70 +1.8～+2.1 2基70 +2.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

①－１５ 離岸堤 ○ 2基110 +2.3～+2.4 2基140 +3.1～+3.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基110 +2.3～+2.4 2基110 +3.1～+3.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

①－９－１ 護岸 ○ 100 +1.9～+3.9 100
+6.7 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

①－９－２ 護岸 ○ 70 +1.9～+3.9 70
+6.7 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。
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●藻場の保全・回復に配慮する。【岩礁海岸】
●すぐれた海岸植生の保全に努める。【天然海岸、自然公
園等】

●海岸利用マナーの啓蒙活動を行う。【海水浴場等】
●海浜清掃等の海岸保全活動の支援を行う。【海水浴場
等】

海岸保全施設の効果の維持 ● 波浪による海岸侵食や越
波などの災害に対処すべく
海岸保全施設の更なる整備
や改良を図る必要がある。

●既存防護施設の維持・補修や天端の嵩上げ及び沖合い
施設の整備検討を行う。【海岸保全区域】

●既存の海岸保全施設の老
朽化等が懸念されるものに
対し、安全を確保すべく適切
な対策を行う必要がある。

小樽市の一
部

多様化する利用形態の調整 ●プレジャーボートや水上バ
イクなどの利用者が増加して
いく中で、海水浴利用者との
事故防止や地元漁業者との
施設利用の調整を図っていく
必要がある。

●漁業活動と各種海洋性レクリエーションに対して利用区
域等のすみわけを検討する。【海水浴場、港湾・漁港等の
海岸】

⑨ 利便施設の充実 ●高齢者や障害者に配慮し
た施設整備を図っていくこと
が必要である。

●それぞれの利用形態に応じた利便性、快適性の向上を
図るための整備を促進する。【海水浴場等】

砂浜の保全 ●砂浜が侵食傾向にある海
岸については、土砂収支と漂
砂機構を把握するなどして、
適正な対策による汀線の保
全、回復を図る必要がある。

●局所的に生じている海岸侵食に対して、漂砂の特性や
土砂収支、侵食の要因を把握するなどして、適切な対策を
図る。【砂浜海岸】

●国定公園等における良好な景観の保全に配慮する。
【自然公園、天然海岸、景勝地等】

防護施 設整 備に おけ る環
境、利用への配慮

●自然環境、漁業利用、観
光利用に配慮した施設整備
を行う必要がある。

●自然環境、漁業利用、観光利用に配慮した構造、材質、
デザインの施設整備を行う。【海岸保全施設】

③

環
境

⑤ 沿岸域における動植物の生
息・生育環境の保全

●藻場が減少している箇所
も見られることから、藻場の
保全・回復に向けた対策が
必要である。

⑥ 海岸景観の保全 ●自然公園指定地をはじめ
とする自然豊かな地域では、
環境・景観の保全を図る必
要がある。

⑦ 海岸愛護の啓発・活動の支
援

● 住民参加・協力による海
岸環境の保全、保護活動を
積極的に支援していくことが
必要である。

防災ソフト対策の充実 ●災害時等におけるソフト対
策の環境整備が必要であ
る。

●想定される津波に対して、ソフト対策の充実を検討す
る。【津波被害が想定される地域】

1/3～3/3

②

④

利
用

⑧

3/3



海岸保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

石狩湾沿岸

石狩浜ゾーン （小樽市高島岬～厚田村望来浜北端）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

小樽市 34 祝津2丁目 祝津2丁目 水管理・国土保全局 ①－１ 離岸堤 ◎ - - 350 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

祝津漁港 祝津2丁目 水産庁 離岸堤 - 1基60 - 1基60 -
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

40 船浜 船浜町 水管理・国土保全局 護岸 ○ 60 +4.5～+4.6 60
+6.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基100 +2.0 1基100 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

①－６ 消波堤 ◎ - - 310 +3.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 5基260 +0.6～+2.6 5基260 +1.4～+2.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

41 朝里1丁目 朝里1丁目 水管理・国土保全局 護岸 ○ 210 +4.6 210
+6.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

①－７ 突堤 ○ 1基8 +1.4 1基18 +2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 190 +2.9～+3.4 190 +3.7～+3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

42 朝里4丁目 朝里4丁目 水管理・国土保全局 護岸 ○ 300 +3.5～+4.7 300
+6.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

突堤 ○ 1基70 +0.5～+1.7 1基70 +1.3～+2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

44 銭函1丁目 銭函1丁目 水管理・国土保全局
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

45 銭函2丁目 銭函1～2丁目 水管理・国土保全局 ①－２ 護岸 ○ 495 +3.6～+4.8 495
+4.6～+5.8 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

離岸堤 ○ 260 +2.0 1基260 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基70 +1.0～+1.4 1基70 +1.8～+2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ 3基- - 3基950 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基290 +2.6 1基290 +4.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 920 +3.5～+4.7 920
+4.3～+4.7 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

突堤 ○ 1基50 +2.3 1基50 +3.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

46 銭函3丁目 銭函2～3丁目 水管理・国土保全局 ①－３ 離岸堤 ○ 4基640 +2.6 4基640 +4.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 ◎ - - 640
+4.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

突堤 ○ 3基80 +1.1～+4.4 3基80 +1.9～+4.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

銭函3丁目 銭函3丁目 水管理・国土保全局 ①－４ 養浜 - 1,494 - 1,494 - 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

2/3 48 銭函5丁目 銭函5丁目 港湾局 ①－５ 養浜 ◎ - - - - 海岸防風保安林
 

石狩市 55 望来 厚田区望来 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 210 +3.3～+3.4 210 +4.1～+4.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 7基420 +2.3 7基420 +3.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）により、
適切な維持・修繕を行う。

石狩市 51 親船 親船町 水管理・国土保全局 ⑤－１ ＜植生の保護・復元のための利用規制区域等の設定＞ 2,799 - 砂浜及び海浜植生地●保護センターや地域の団体などと協力・連携を図り、す
ぐれた海浜植生の保全、再生に努める。【石狩海岸】
●水生生物の生態系に配慮した施設整備を行う。【全域】
●保護すべき区域とレクリエーション活動区域を明確にす
る。（利用規制）【石狩海岸】

●海岸利用マナーの啓蒙活動を行う。【海水浴場等】
●海浜清掃等の海岸保全活動の支援を行う。【海水浴場
等】

小樽市の一
部

石狩市の一
部

海岸保全施設の効果の維持 ●既存防護施設の維持・補修や天端の嵩上げ及び沖合い
施設の整備検討を行う。【海岸保全区域】

●広域的に生じている海岸侵食に対して、漂砂の特性や
土砂収支、侵食の要因を把握するなどして、適切な対策を
図る。【砂浜海岸】
●総合的な土砂収支の把握等に取り組むために検討機
関の設置を検討する。【土砂収支に関わる関係機関、学識
経験者等】

●漁業活動と各種海洋性レクリエーションに対して利用区
域等のすみわけを検討する。【海水浴場、港湾・漁港等の
海岸】

●それぞれの利用形態に応じた利便性、快適性の向上を
図るための整備を促進する。【海水浴場等】

⑥

海岸愛護の啓発・活動の支
援

●住民参加・協力による海岸
環境の保全、保護活動を積
極的に支援していくことが必
要である。

⑦

歴史・文化の保存継承 ●ニシン漁やサケ漁にまつわる歴史・文化の保存継承に
対し支援を行う。【歴史・文化施設】

多様化する利用形態の調整 ●プレジャーボートや水上バ
イクなどの利用者が増加して
いく中で、海水浴利用者との
事故防止や地元漁業者との
施設利用の調整を図っていく
必要がある。

⑨

利便施設の充実 ●高齢者や障害者に配慮し
た施設整備を図っていくこと
が必要である。

砂浜の保全 ●砂浜が侵食傾向にある海
岸については、土砂収支と漂
砂機構を把握し、適正な対
策による汀線の保全、回復を
図る必要がある。
●総合的な土砂収支の把握
や評価に取り組むための体
制づくりが必要である。

2/3～3/3

環
境

⑤

沿岸域における動植物の生
息・生育環境の保全

●貴重な海浜植物をはじめ
とする動植物に対し、石狩浜
海浜植物保護センターや地
域の保護団体などとの協力・
連携を図り、自然環境の保
全・再生を図る必要がある。

防護施 設整 備に おけ る環
境、利用への配慮

●自然環境、漁業利用、観
光利用に配慮した施設整備
を行う必要がある。

●自然環境、漁業利用、観光利用に配慮した構造、材質、
デザインの施設整備を行う。【海岸保全施設】

③

防災ソフト対策の充実 ●災害時等におけるソフト対
策の環境整備が必要であ
る。

●想定される津波に対して、ソフト対策の充実を検討す
る。【津波被害が想定される地域】

3/3

1/3

石
狩
浜
ゾ
ー

ン

防
護

①

1/3～3/3

1/3～3/3

②

④

利
用

⑧

●既存の海岸保全施設の老
朽化等が懸念されるものに
対し、安全を確保すべく適切
な対策を行う必要がある。

● 波浪による海岸侵食や越
波などの災害に対処すべく
海岸保全施設の更なる整備
や改良を図る必要がある。

ゾ
ー

ン
区
分

図
面
番
号

課　　題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

計画区域

受益の地域及びその状況区　　　　　　域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 区域番号 延長等

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点・課題 海岸保全の方向・施策【該当する箇所・地域】
延長等

番
号 事　　項 市町村名 地区番号 地区名 地域 状況下段（）内は

設計津波水位



海岸保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

石狩湾沿岸

厚田・浜益ゾーン （厚田村望来浜北端～浜益村雄冬岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

石狩市 56 嶺泊 厚田区嶺泊 農振局 ①－１ 消波堤 ○ 1,679 +2.2 1,679 +3.0 農地
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

嶺泊 厚田区嶺泊 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 370 +2.0～+2.2 370 +2.8～+2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基240 +1.8 3基240 +2.6
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

突堤 ○ 3基190 +2.4～+3.7 3基190 +3.2～+4.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

57 押琴 厚田区押琴 水産庁 ①－１－１ 護岸 ○ 230 +4.3～+4.4 230
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

①－１－２ 離岸堤 - 560 - 560 -
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

突堤 - 2基 - 2基 -
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

58 小谷 厚田区小谷 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 1,100 +1.8～+2.6 1,100 +2.6～+3.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

59 別狩 厚田区別狩 水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 1基90 +2.4 1基90 +3.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

60 厚田漁港 厚田区厚田 水産庁 ①－２ 突堤 ◎ - - 320 +4.1 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 320 -1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 123
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 197 +3.7 197
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 244 +4.1
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基76 +0.5～+7.7 1基76 +2.3～+9.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 320 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

61 安瀬 厚田区安瀬 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 1,500 +4.0～+4.2 1,500 +4.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 9基250 +0.4～+1.5 9基250 +1.2～+2.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

①－４ 護岸 ○ 2,000 +0.4～+1.3 2,000
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

63 送毛 浜益区送毛 水管理・国土保全局 突堤 ○ 3基50 +1.8～+3.0 3基50 +2.6～+3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

64 毘砂別 浜益区毘砂別 水管理・国土保全局 護岸 ○ 880 +4.9～+5.0 880
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

消波堤 ○ 240 +2.6～+3.4 240 +3.4～+3.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 1,000 -
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

65 川下 浜益区川下 水管理・国土保全局 ①－３ 消波堤 ○ 565 +2.0～+2.6 565 +2.8～+4.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ 1,000 - 1,000 -
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 4基330 +0.5 4基330 +1.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 8基450 +1.0～+2.7 8基450 +1.8～+3.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 380 +3.1 380
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）によ
り、適切な維持・修繕を行う。

66 浜益 浜益区浜益 水管理・国土保全局 護岸 ○ 270 +8.4～+8.5 270
+9.0 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

浜益区浜益 水産庁 護岸 ○ 145 +3.9 145
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 45 +2.4 45 +3.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

67 群別 浜益区群別 水産庁 ①－５ 突堤 ○ 1基130 +2.2～+4.2 1基130 +3.0～+4.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 50
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

68 浜益区幌 水産庁 護岸 - 285 - 285
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 201 +2.4～+3.9 201 +3.2～+4.7
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

71 雄冬 浜益区雄冬 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,200 +5.0～+5.1 1,200
+6.6 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・
修繕を行う。

石狩市の一
部

●藻場の保全・回復に配慮する。【岩礁海岸】
●すぐれた海岸植生の保全に努める。【天然海岸、自然公
園等】

●海岸利用マナーの啓蒙活動を行う。【海水浴場等】
●海浜清掃等の海岸保全活動の支援を行う。【海水浴場
等】

●波浪による海岸侵食や越
波などの災害に対処すべく海
岸保全施設の更なる整備や
改良を図る必要がある。
●既存の海岸保全施設の老
朽化等が懸念されるものに
対し、安全を確保すべく適切
な対策を行う必要がある。

浜益（浜益地
区）漁港

浜益（幌地
区）漁港

●国定公園等における良好な景観の保全に配慮する。【自
然公園、天然海岸、景勝地等】

⑦

海岸愛護の啓発・活動の支
援

● 住民参加・協力による海
岸環境の保全、保護活動を
積極的に支援していくことが
必要である。

① 海岸保全施設の効果の維持

④

③
防災ソフト対策の充実 ●災害時等におけるソフト対

策の環境整備が必要 であ
る。

●砂浜が侵食傾向にある海
岸については、土砂収支と漂
砂機構を把握するなどして、
適正な対策による汀線の保
全、回復を図る必要がある。

●想定される津波に対して、ソフト対策の充実を検討する。
【津波被害が想定される地域】

利
用

⑧

多様化する利用形態の調整 ●プレジャーボートや水上バ
イクなどの利用者が増加して
いく中で、海水浴利用者との
事故防止や地元漁業者との
施設利用の調整を図っていく
必要がある。

●漁業活動と各種海洋性レクリエーションに対して利用区
域等のすみわけを検討する。【海水浴場、港湾・漁港等の
海岸】

⑨

利便施設の充実 ●高齢者や障害者に配慮し
た施設整備を図っていくこと
が必要である。

●それぞれの利用形態に応じた利便性、快適性の向上を
図るための整備を促進する。【海水浴場等】

環
境 ⑤

沿岸域における動植物の生
息・生育環境の保全

●藻場が減少している箇所も
見られることから、藻場の保
全・回復に向けた対策が必要
である。

⑥

海岸景観の保全 ●自然公園指定地をはじめ
とする自然豊かな地域では、
環境・景観の保全を図る必要
がある。

②

防護施設整備における環境、
利用への配慮

防
護

ゾ
ー

ン
区
分

図
面
番
号

課　　題 海岸の保全に関する事項

●自然環境、漁業利用、観光
利用に配慮した施設整備を
行う必要がある。

厚
田
・
浜
益
ゾ
ー

ン

1/3

1/3～3/3

1/3～2/3

2/3

3/3

砂浜の保全

番
号

大
項
目

●自然環境、漁業利用、観光利用に配慮した構造、材質、
デザインの施設整備を行う。【海岸保全施設】

小項目

現状の問題点・課題 海岸保全の方向・施策【該当する箇所・地域】
事　　項

受益の地域及びその状況区　　　　　　域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分計画区域市町村名 区域番号 延長等

●局所的に生じている海岸侵食に対して、漂砂の特性や土
砂収支、侵食の要因を把握するなどして、適切な対策を図
る。【砂浜海岸】

維持又は修繕の方法

地区番号 地区名 地域 状況下段（）内は
設計津波水位

●既存防護施設の維持・補修や天端の嵩上げ及び沖合い
施設の整備検討を行う。【海岸保全区域】

延長等

海岸保全施設の整備に関する事項


